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I．序論および目的 

１．子どもの権利委員会は、経済および企業活動の性質のグローバル化、地方分権化の傾向の継続、

ならびに、人権の享受に影響を与える国の機能の外部委託化および民営化といった要因により、こ

の数十年の間に企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響が増大してきたことを認識する。企業活

動は、たとえば技術的進歩、投資およびディーセントワークの創出を通じて子どもの権利の実現を

強化する種々の方法によって社会および経済が前進するための、必要不可欠な原動力である。しか

しながら、子どもの権利の実現は経済成長によって自動的にもたらされるものではなく、企業が子

どもの権利に悪影響を及ぼすこともありうる。 

２．国は、子どもの権利条約、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書なら

びに武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書から派生する子どもの権利に対して企業の活動

および操業が及ぼす影響について、種々の義務を有する。これらの義務は、子どもが、権利の保有

者であると同時に、消費者として、合法的に就労している被用者として、将来の被用者および企業

の指導者として、ならびに企業が操業しているコミュニティおよび環境の構成員として、企業活動

の関係者でもあることを反映して、さまざまな問題を対象とするものである。この一般的意見は、

これらの義務について明らかにするとともに、当該義務を果たすために国がとるべき措置の概略を

示すことを目的としている。 

３．この一般的意見の適用上、企業セクターとは、規模、部門、所在、所有関係および組織体制に

関わらず、かつ国内企業か多国籍企業かの別を問わず、すべての企業を含むものとして定義される。

この一般的意見ではまた、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービスの提供に関して役

割を果たしている非営利団体に関わる義務についても取り上げる。 

４．国として、企業の活動および操業の文脈において子どもの権利を尊重し、保護しおよび充足す

るための十分な法的および制度的枠組みを定めることならびに権利侵害が生じた場合に救済措置を

提供することが必要である。これとの関連で、国は以下のことを考慮するよう求められる。 

(a) 子ども時代は他に代えがたい身体的、精神的、情緒的および霊的発達の時期であり、暴力、児

童労働または安全性を欠いた製品もしくは環境上の危険にさらされること等の子どもの権利

侵害は、生涯にわたる、とりかえしのつかない、かつ世代さえ超えて及ぶ影響を有する可能性

がある。 

(b) 子どもは政治的発言権を持たず、かつ関連の情報にアクセスできないことが多い。子どもは、

自己の権利を実現させるうえで、自らはほとんど影響力を有しない統治制度に依拠している。

そのため、自己の権利に影響を与える法律および政策についての決定において発言権を持つこ

とは困難である。意思決定の過程で、国は企業関連の法律および政策が子どもに与える影響を

十分に考慮しないことがある一方、逆に、企業セクターは、子どもの権利に関わりなく諸決定

に強力な影響力を行使することが多い。 

(c) 自己の権利が侵害された際に子どもが――裁判を通じてであれ、または他の機構を通じてであ

れ――救済を勝ちとることは一般的に困難であり、企業による権利侵害の場合にはその度合い

がさらに高まる。子どもは、法的地位、救済機構に関する知識、経済力および十分な法的代理

を欠いていることが多い。さらに、企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害に対する救

済を子どもが勝ちとることには特段の困難が存在する。 

５．企業の活動および操業によって広範な子どもの権利が影響を受けうることに鑑み、この一般的
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意見では、条約およびその選択議定書の関連条文をすべて検討することはしない。この一般的意見

は、これに代えて、企業活動が子どもの権利に及ぼす影響がもっとも顕著なものとなる可能性があ

る特定の文脈に焦点を当てつつ、各国に対し、企業セクターとの関連で条約を全体として実施する

ための枠組みを提示しようとするものである。ここでは、各国に対し、以下の取り組みを進めるた

めの方法についての指針を提示することを目指す。 

(a) 企業の活動および操業が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保すること。 

(b) 企業が子どもの権利を尊重できるようにする（自社の操業、製品またはサービスと関連してい

る事業関係全体および自社の世界的操業全体において子どもの権利を尊重することも含む）た

めの有効かつ支援的な環境づくりを進めること。 

(c) 民間当事者としてまたは国の代理機関として行為する企業によって権利を侵害された子ども

が効果的な救済措置にアクセスできることを確保すること。 

６．この一般的意見は、締約国報告書の審査に関する委員会の経験および民間セクターに関する一

般的討議（2002 年）1を踏まえたものである。また、子どもを含む多数の関係者との地域的および

国際的協議ならびに２０１１年以降行なわれてきた公的協議も参考にしている。 

７．委員会は、企業と人権についてすでに定められ、かつ発展しつつある国内的および国際的な規

範、基準および政策指針とこの一般的意見との関連性を心に留める。この一般的意見は、国際労働

機関（ＩＬＯ）が定めた最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する第 182

号条約（1999年）および就業が認められるための最低年齢に関する第 138号条約（1973年）を含

む国際条約と一致するものである。委員会は、人権理事会が採択した国際連合「保護・尊重・救済」

枠組み報告書および「ビジネスと人権に関する指導原則」、ならびに、ＩＬＯ「多国籍企業および

社会政策に関する原則の三者宣言」の関連性を認める。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）・多国籍企

業行動指針、グローバル・コンパクト、子どもに対する暴力に関する国連研究および「子どもの権

利とビジネス原則」等の他の文書も、委員会にとって有用な参考文書となった。 

II．範囲および適用 

８．この一般的意見では、基本的に、条約およびその選択議定書に基づく各国の義務について取り

上げる。この一般的意見の作成時点で、人権に関わる企業セクターの責任に関する、法的拘束力の

ある国際文書は存在しない。しかし委員会は、子どもの権利を尊重する義務および責任は、実際に

は国ならびに国が管理するサービスおよび制度に留まるものではなく、私人および企業にも適用さ

れることを認めるものである。したがって、すべての企業は子どもの権利に関わる自社の責任を果

たさなければならず、また国は企業がそのような責任を履行することを確保しなければならない。

加えて、企業は、条約およびその選択議定書に基づく子どもへの義務を履行する国の能力を損なう

べきではない。 

９．委員会は、企業による自発的な企業責任履行行動（社会的投資、アドボカシーおよび公共政策

への関与、自主的行動規範、社会貢献活動その他の集団的行動等）が子どもの権利の増進につなが

りうることを認知する。国は、子どもの権利を尊重しかつ支える企業文化づくりの手段としてこの

ような自発的な行動および取り組みを奨励するべきである。しかしながら、このような自発的な行

動および取り組みは、条約およびその選択議定書に基づく義務にしたがって国が行動しかつ企業を

規制すること、または企業が子どもの権利を尊重する自社の責任を遵守することにとって代わるも

                                                   
1 子どもの権利委員会・第３１会期報告書（CRC/C/121）付属文書 II。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis12.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis12.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/international/vac_study-rec.htm
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のではないことが強調されなければならない。 

10．重要なこととして想起しておかなければならないのは、条約およびその選択議定書は、国の内

部の体制、分化および組織にかかわらず、国全体を関与させるものであるということである。さら

に、権限の委譲および委任を通じた地方分権化は、自国の管轄内にあるすべての子どもに対する義

務を履行する国の直接の責任を減殺するものではない。 

11．この一般的意見では、まず、企業活動に関連する国の義務と条約の一般原則との関係について

検討する。次に、子どもの権利と企業セクターに関わる国の義務の一般的性質および範囲を明らか

にする。その後、子どもの権利に対する企業の活動および操業の影響がもっとも顕著な文脈（企業

がサービス提供者である場合、子どもがインフォーマル経済の影響を受けている場合、国が国際機

関に関与する場合、および、国による子どもの権利の保護が不十分な地域で企業が国外操業する場

合を含む）における義務の範囲について検討する。最後に、実施および普及のための枠組みの概要

を示してこの一般的意見の締めくくりとする。 

III．条約の一般原則と企業活動との関連 

12．子どもの権利は普遍的であり、不可分であり、相互依存的であり、かつ相互に関連している。

委員会は、国が子どもの権利アプローチにのっとって行なう、企業の活動および操業に関するすべ

ての決定および行動の根拠となる条約の４つの一般原則を明らかにしてきた2。 

Ａ．差別の禁止に対する権利（第２条） 

13．条約第２条は、各国に対し、「子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言

語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生また

はその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに」、自国の管轄内にある子ども１人ひ

とりの権利を尊重しかつ確保するよう求めている。国は、企業問題を扱うすべての法律、政策およ

びプログラムが、その内容または実施において、故意にであるか否かにかかわらず、子どもに対し

て差別的とならないことを確保しなければならない（たとえば、親もしくは養育者による雇用への

アクセス、または障害のある子どものための製品およびサービスへのアクセスについて扱うもの）。 

14．国は、私的領域一般で差別を防止し、かつ差別が生じたときは救済措置を提供するよう要求さ

れる。国は、企業の活動および操業を背景として行なわれる子どもへの差別を特定するため、適切

に細分化された統計データおよびその他の情報を収集するべきであり、また企業セクターにおける

差別的慣行を監視しかつ調査するための機構が設置されるべきである。国はまた、差別から保護さ

れる権利に関する知識および理解を企業セクター（メディア・宣伝・広告部門を含む）内で促進す

ることにより、企業がこの権利を尊重できるようにするための支援的環境をつくるための措置もと

るよう求められる。企業の意識啓発および感受性強化は、すべての子ども、とくに被害を受けやす

い状況に置かれた子どもに対する差別的態度への異議申立ておよびその根絶を目的として行なわれ

るべきである。 

                                                   
2 子どもの権利員会「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見 13号」（2011年、

Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 41 (A/67/41), annex V）、パラ

59参照。 

http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/25.html
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Ｂ．子どもの最善の利益（第３条第１項） 

15．条約第３条第１項は、子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が国家にと

って第一義的な考慮事項とされなければならない旨、定めている。国は、子どもに直接間接に影響

を与える企業の活動および操業についてのあらゆる立法上、行政上および司法上の手続においてこ

の原則を統合しかつ適用する義務を負う。たとえば、国は、企業の活動および操業のあり方を定め

る法律および政策（雇用、課税、腐敗、民営化、交通および他の一般的な経済問題、通商問題また

は財政問題に関するもの等）の策定において、子どもの最善の利益が中心的に位置づけられること

を確保しなければならない。 

16．第３条第１項はまた、子どもに対して何らかの形態の直接サービス（ケア、里親養護、保健、

教育および拘禁施設の運営を含む）を提供することによって私的または公的な社会福祉機関として

機能している企業にも直接に適用される。 

17．条約およびその選択議定書は、子どもの最善の利益を評価しかつ判定するための枠組みを提示

している。子どもの最善の利益を第一次的に考慮する義務は、競合しあう優先課題（短期的な経済

的考慮と長期的な開発に関わる決定等）の比較衡量を国が行なう際、きわめて重要なものとなる。

国は、子どもの最善の利益を考慮される権利が意思決定においてどのように尊重されたか（当該権

利が他の考慮事項とどのように比較衡量されたかを含む）について説明できるようにするべきであ

る3。 

Ｃ．生命、生存および発達に対する権利（第６条） 

18．条約第６条は、すべての子どもが生命に対する固有の権利を有すること、および、国は子ども

の生存および発達を確保しなければならないことを認めている。委員会は、条約の実施に関する一

般的措置についての一般的意見５号（2003年）で表明した、「子どもの身体的、精神的、霊的、道

徳的、心理的および社会的発達を包含する」「ホリスティックな概念」としての子どもの発達の理

解4を明らかにするものである。 

19．企業の活動および操業は、第６条の実現にさまざまな形で影響を与えうる。たとえば、企業活

動によって生ずる環境の悪化および汚染は、健康、食料安全保障ならびに安全な飲料水および衛生

設備へのアクセスに対する子どもの権利を損なう可能性がある。投資家への土地の販売または貸与

により、地元住民がその生存および文化的遺産と結びついた天然資源にアクセスできなくなる可能

性もあり、このような状況においては先住民族の子どもの権利がとくに危険にさらされるおそれが

ある5。タバコおよびアルコールならびに飽和脂肪、トランス脂肪酸、糖分、塩分または添加物の多

い食品および飲料のような製品の販売促進が子どもに対して行なわれれば、子どもの健康に長期的

影響が生じる可能性がある6。企業の雇用慣行によっておとなが長時間労働を要求されれば、年長の

子ども、とくに女子が親の家事および育児の義務を引き受けることになるおそれがあり、これは教

                                                   
3 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利（子どもの権利条約第３条第１項）に関する一般的意見

14号（2013年、近日発表）、パラ６参照。 
4 Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex XI、パラ

12参照。 
5 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する一般的意見 11 号（2009 年、Official Records of the General 

Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex III）、パラ 35。 
6 到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利に関する一般的意見 15号（2013年、近日発表）、パラ 47参

照。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/236.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/236.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/29.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/237.html
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育および遊びに対する子どもの権利に悪影響を及ぼしうる。加えて、子どもをひとりにしておくこ

とまたは年長のきょうだいのケアに委ねることは、ケアの質および年少の子どもの健康に影響を生

じさせる可能性がある。 

20．企業セクターとの関連で第６条を実施するための措置は、状況に合わせて修正するとともに、

広告・販売促進産業ならびに事業の環境面での影響の効果的規制および監視のような防止措置も含

むものである必要があろう。子ども、とくに年少の子どものケアとの関係では、企業がたとえば家

族にやさしい職場方針を導入することを通じて第６条を尊重できるようにするための環境づくりの

ため、その他の措置も必要とされよう。このような方針においては、おとなの労働時間があらゆる

発達段階の子どもの生存および発達に与える影響が考慮されなければならず、かつ十分な有給育児

休暇が含まれなければならない7。 

Ｄ．意見を聴かれる子どもの権利（第１２条） 

21．条約第 12 条は、自己に影響を与える事柄について自由に意見を表明するすべての子どもの権

利、および、これにともない、その子どもの年齢および成熟度にしたがってこれらの意見を正当に

重視される権利を定めている。国は、子どもに影響を与える可能性がある、企業に関連する国レベ

ルおよび地方レベルの法律および政策を策定する際には――一般的意見 12号8にしたがって――常

に子どもの意見を聴くべきである。国はとくに、マイノリティ集団および先住民族集団の子ども、

障害のある人の権利に関する条約第４条第３項および第７条で述べられているとおり障害のある子

ども9ならびに同様の脆弱状況にある子どものような、自己の意見を聴かせるにあたって困難に直面

している子どもと協議することが求められる。企業の活動および操業の規制および監視に関わる政

府機関（教育査察官および労働査察官等）は、影響を受ける子どもの意見を考慮するようにするべ

きである。国はまた、提案されている企業関連の政策、法律、規則、予算またはその他の行政決定

について子どもの権利影響評価が実施される際にも子どもの意見を聴くことが求められる。 

22．子どもは、「自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において……聴取される」

具体的権利を有する（条約第 12 条第３項〔第２項〕）。これには、企業が引き起こしまたは助長

した子どもの権利侵害に関わる司法手続ならびに調停および仲裁の機構も含まれる。一般的意見 12

号で指摘されているように、子どもは、このような手続に自発的に参加することを認められるべき

であり、かつ、直接に、または意思決定プロセスのさまざまな側面に関する十分な知識および理解

ならびに子どもとともに活動した経験を有する代理人もしくは適当な団体の援助を通じて間接的に、

意見を聴かれる機会を与えられるべきである。 

23．企業が、見込まれている企業プロジェクトの影響を受ける可能性があるコミュニティと協議す

る場合もあるかもしれない。そのような状況においては、企業が、子どもに影響を与える決定につ

いて子どもの意見を求めかつ考慮することが決定的に重要となりうる。国は、このようなプロセス

はアクセスしやすく、インクルーシブであり、かつ子どもにとって意味のあるものでなければなら

ず、また子どもの発達しつつある能力および子どもの最善の利益を常に考慮するものでなければな

                                                   
7 乳幼児期における子どもの権利の実施に関する一般的意見７号（2005 年、Official Records of the General 

Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex III）の全般参照。 
8 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見 12 号（2009 年、Official Records of the General Assembly, 

Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex IV）。 
9 障害のある子どもの権利に関する一般的意見９号（2006 年、Official Records of the General Assembly, 

Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41), annex III）、全般。 

http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom7.htm
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom9.htm
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らないことを強調した、具体的指針を企業に対して提示するべきである。参加は任意であるべきで

あり、かつ、子どもに対する差別のパターンに異議を申立てるのであってこのようなパターンを強

化してしまうのではない、子どもにやさしい環境で進めることが求められる。可能なときは、子ど

も参加のファシリテーション能力を有する市民社会組織の関与を得るべきである。 

IV．国の義務の性質および範囲 

Ａ．一般的義務 

24．条約は、子どもの特別な地位に鑑みて国に対して特段の水準の義務を課す、子どものための一

連の権利を規定している。子どもの権利の侵害は、それが子どもの発達に深刻かつ長期的な影響を

及ぼすことが多いゆえに、とりわけ重大である。第４条は、条約上の権利を実施するためにあらゆ

る適当な立法上、行政上その他の措置をとり、かつ子どもの経済的、社会的および文化的権利の実

現に対して利用可能な資源を最大限に配分する国の義務を定めている。 

25．国際人権法上、国には３つの態様の義務、すなわち人権を尊重し、保護し、かつ充足する義務

が課されている10。これは結果義務および行為義務を包含するものである。国は、その機能を民間

企業または非営利組織に委譲しまたは外部委託する場合にも、条約およびその選択議定書に基づく

自国の義務から免れることはない。したがって国は、子どもに影響を与える企業の活動および操業

との関係で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足しない場合には条約上の義務に違反すること

になる。これらの義務の範囲については以下でさらに詳しく検討し、また実施のために必要とされ

る枠組みについては第 VI章で議論する。 

Ｂ．尊重義務、保護義務および充足義務 

１．尊重義務 

26．尊重する義務とは、国は子どもの権利のいかなる侵害も直接間接に助長し、幇助しまたは教唆

するべきではないということである。さらに、国は、企業の活動および操業を背景とする場合も含

め、すべての主体が子どもの権利を尊重することを確保する義務を負う。これを達成するため、企

業に関連するすべての政策、法律または行政上の行為および意思決定は、透明であり、十分な情報

を踏まえており、かつ子どもの権利に対する影響についての全面的かつ継続的な考慮を含むもので

あるべきである。 

27．尊重する義務とはまた、国は、それ自体が企業の役割を担うときまたは民間企業と取引を行な

うときに、子どもの権利の侵害に関与し、これを支援しまたは容認するべきではないということも

含意する。たとえば、国は、公的機関による調達契約が、子どもの権利の尊重を誓約している入札

者によって獲得されることを確保するための措置をとらなければならない。治安部隊を含む国の機

関および制度は、第三者による子どもの権利の侵害に協力し、またはこれを容認するべきではない。

さらに、国は、子どもの権利を侵害する企業活動に公的資金その他の資源を投資するべきではない。 

２．保護義務 

28．国は、条約およびその選択議定書で保障された諸権利が第三者によって侵害されることから保

                                                   
10 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会「教育への権利に関する一般的意見 13号」（1999年、Official 

Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 2 (E/2000/22), annex VI）、パラ 46参照。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/international/edu_rights/cescr_gc13.htm
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護する義務を負う。この義務は、企業セクターに関わる国の義務を検討する際、第一義的重要性を

有するものである。この義務は、国が、企業が子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長しないよ

うにするためにあらゆる必要な、適当な、かつ合理的な措置をとらなければならないことを意味す

る。このような措置には、法令の制定、その監視および執行、ならびに、企業が子どもの権利にど

のように影響を及ぼしうるかの枠組みを定めた政策の採択が含まれうる。国は、企業によって引き

起こされまたは助長された子どもの権利侵害の調査、裁定および是正を行なわなければならない。

したがって国は、企業によって引き起こされまたは助長された子どもの権利侵害について、当該侵

害を防止しかつ是正するために必要な、適当なかつ合理的な措置をとらなかった場合またはその他

の形で当該侵害に協力しもしくはこれを容認した場合には、責任を負う。 

３．充足義務 

29．充足する義務により、国は、子どもの権利の享受を容易にし、促進し、かつそのための条件整

備を進めるために積極的行動をとるよう要求される。すなわち、国は、子どもに影響を与える企業

活動に関して、第４条に一致する形で立法措置、行政措置、予算措置、司法上の措置、促進のため

の措置その他の措置をとらなければならない。このような措置は、条約およびその選択議定書の全

面的実現にとっての最善の環境を確保するようなものであるべきである。この義務を履行するため、

国は、企業が子どもの権利を尊重できるようにするための、安定した、かつ予測可能な法令上の環

境を整備することが求められる。このような環境には、労働、雇用、健康および安全、環境、腐敗

防止、土地の使用ならびに課税についての、条約およびその選択議定書を遵守した、明確な、かつ

十分に執行される法律および基準が含まれる。また、雇用における機会および待遇の均等を図るた

めの法律および政策、職業訓練およびディーセント・ワークを促進し、かつ生活水準を向上させる

ための措置、ならびに、中小企業の推進に資する政策も含まれる。国は、企業慣行のあり方を定め

ている政府省庁およびその他の国家的制度内で条約およびその選択議定書に関する知識および理解

を促進し、かつ、子どもの権利を尊重する企業文化を醸成するための措置を整備するべきである。 

４．救済措置および補償 

30．国は、企業のような第三者によるものを含む子どもの権利侵害について、効果的な救済および

補償を行なう義務を有する。委員会は、一般的意見５号において、権利が意味を持つためには、侵

害を是正するための効果的救済措置が利用可能でなければならない11と述べている。条約は、いく

つかの規定で、処罰、賠償、司法的対応、および、第三者によって引き起こされまたは助長された

危害からの回復を促進するための措置を求めている12。この義務を履行するためには、子どもおよ

びその代理人によって知られており、迅速で真に利用可能かつアクセス可能であり、かつ受けた危

害に対する十分な補償を提供する、子どもに配慮した――刑事上、民事上または行政上の――機構

を設けることが必要である。子どもの権利に関連した監督権限を有する機関（労働、教育、保健お

よび安全分野の査察官、環境審判所、徴税機関、国内人権機関ならびに企業部門における平等に焦

点を当てる機関を含む）も、救済措置の提供にあたって役割を果たすことができる。これらの機関

には、人権侵害の積極的な調査および監視が可能であり、かつ、子どもの権利を侵害した企業に対

して行政上の制裁を課すことのできる規制権限を持っている場合もある。いずれにせよ、子どもは、

                                                   
11 一般的意見５号（2003 年）、パラ 24。国はまた、2005 年の総会決議 60/147 によって採択された「国際人権法

の重大な違反および国際人道法の深刻な違反の被害者が救済および補償を受ける権利に関する基本原則および指

針」も考慮するべきである。 
12 たとえば子どもの権利条約第 32条第２項、第 19条および第 39条参照。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
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独立のかつ公平な司法、または行政手続の司法的再審査を利用できるべきである。 

31．補償の水準または形態を決定する際、諸機構においては、子どもは自己の権利の侵害の影響を

おとなよりも受けやすい可能性があること、および、当該影響は不可逆的な、かつ生涯に及ぶ被害

をもたらす可能性があることが考慮されるべきである。諸機構においては子どもの発達および能力

の発展しつつある性質も考慮されるべきであり、また、補償は、子ども（たち）の継続的被害およ

び将来の被害を限定するために時宜を得たものであることが求められる。たとえば、子どもが環境

汚染の被害者であることが明らかになった場合、子どもの健康および発達に対するこれ以上の被害

を防止し、かつ、すでに生じたあらゆる被害からの回復を図るための即時的措置が、関連するすべ

ての当事者によってとられるべきである。国は、企業関連の主体が引き起こしまたは助長した虐待

および暴力の被害者である子どもに対し、医学的および心理的援助、法的支援ならびにリハビリテ

ーションのための措置を提供することが求められる。国はまた、たとえば関連の法律および政策の

改正ならびにその適用（関係する企業関連の主体の訴追および当該主体に対する制裁を含む）を通

じて、虐待が再び行なわれないことも保証するべきである。 

V．具体的文脈における国の義務 

32．企業の活動および操業は幅広い子どもの権利に影響を与えうる。しかしながら委員会は、企業

の影響が顕著なものとなる可能性があり、かつ、国の法的および制度的枠組みが不十分であり、実

効性を欠いており、または圧力を受けていることが多い具体的文脈として、以下の文脈を例示的に

特定した。 

Ａ．子どもの権利の享受のためのサービス提供 

33．企業および非営利団体は、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービス（清潔な水、

衛生設備、教育、交通、保健、代替的養護、エネルギー、警備および拘禁施設等）の提供および運

営において役割を果たしうる。委員会は、このようなサービスの提供の形態について具体的に述べ

ることはしないものの、国は、子どもの権利の充足に影響を与えるサービスを外部委託しまたは民

営化した場合にも条約上の義務を免れるものではないことを強調しておくのは重要である。 

34．国は、条約に掲げられた諸権利が損なわれないことを確保するため、サービス提供への民間セ

クターの関与を考慮した具体的措置をとらなければならない13。国は、条約に一致した基準を定め、

かつこれを注意深く監視する義務を負う。これらの機関の監督、査察および監視が不十分な場合、

子どもの権利の深刻な侵害（暴力、搾取およびネグレクト等）が生ずる可能性がある。国は、とく

に差別からの保護の原則に基づき、このような体制においてサービスへの子どものアクセスが差別

的基準によって脅かされないことを確保するとともに、すべてのサービス部門について、子どもが、

独立の監視機関、苦情申立て機構、および、関連するときは侵害の際に効果的救済を提供できる司

法的手段にアクセスできることを確保しなければならない。委員会は、国以外のすべてのサービス

提供者が条約に一致する政策、プログラムおよび手続を整備しかつ適用することを確保するための、

常設の監視機構または監視手続が設けられるべきことを勧告する14。 

                                                   
13子どもの権利委員会・第 31会期報告書（CRC/C/121）付属文書 II。〔訳注／「サービス提供者としての民間セク

ターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する一般的討議の勧告〕 
14 一般的意見５号、パラ 44。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis12.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis12.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
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Ｂ．インフォーマル経済 

35．インフォーマル経済は、多くの国で経済活動人口の重要な割合を巻きこんでおり、かつ国民総

生産に著しく寄与している。しかしながら、子どもの権利は、権利を規制しかつ保護する法律上お

よび制度上の枠組みの外で行なわれる企業活動によって特段の危険にさらされる可能性がある。た

とえば、このような状況で製造されまたは取り扱われる製品（玩具、衣類または食品等）は、子ど

もにとって不健康かつ（または）危険なものとなりうる。また、小規模家内企業、農業部門および

接客部門のような隠れたインフォーマル労働分野には相当数の子どもが集中していることが多い。

このような労働ではしばしば、雇用上の地位が不安定であり、報酬が低く、不定期でありまたはま

ったくなく、健康上のリスクがあり、社会保障が欠けており、結社の自由が制限されており、かつ、

差別および暴力または搾取からの保護が不十分である。このような労働によって子どもが学校に通

えず、学業を行なえず、かつ十分に休息しかつ遊ぶことができないこともあり、これは条約第 28

条、第 29条および第 31条の違反となる可能性がある。さらに、インフォーマル経済で働く親また

は養育者は、生存保障水準の所得を得るために長時間労働をしなければならず、そのため自己の保

護下にある子どものために親としての責任を果たしまたはケアを行なう機会が深刻に制限されるこ

とが多い。 

36．国は、子どもの権利が明確に認識されかつ保護されることを可能にすべく、企業活動が、経済

の規模または部門にかかわらず、あらゆる状況下で、適切な法律上および制度上の枠組みのなかで

行なわれることを確保するための措置を整備するべきである。このような措置には、意識啓発、イ

ンフォーマル経済が子どもの権利に与える影響についての調査の実施およびデータ収集、働く親ま

たは養育者に十分な給与を支払うディーセント・ワークの創設の支援、土地の利用に関する明確か

つ予測可能な法律の実施、低所得家庭に対する社会的保護の提供、ならびに、インフォーマル部門

の企業に対する支援（とくに、技能研修、登録のための便益、効果的かつ柔軟な信用供与・銀行業

務サービス、適切な課税体制および市場へのアクセスを提供することによるもの）が含まれうる。 

37．国は、労働条件を規制し、かつ、経済的搾取、および、危険な労働または子どもの教育を妨げ

る労働もしくは子どもの健康にとってもしくは身体的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達

にとって有害である労働から子どもを保護するための保護措置を確保しなければならない。このよ

うな労働は、他では見出されないというわけではないものの、インフォーマル経済および家内制経

済において見出されることが多い。したがって、国は、就労に関する法定最低年齢および適切な労

働条件に関する国際基準を執行し、教育および職業訓練に投資し、かつ子どもが満足のいく形で労

働の世界に移行できるようにするための支援を提供する等の手段により、このような状況にある企

業を対応の対象に含めるためのプログラムを立案しかつ実施することが要求される。国は、社会政

策および子どもの保護政策の対象にすべての者、とくにインフォーマル経済下で働く家族が含まれ

ることを確保するべきである。 

Ｃ．子どもの権利と企業の世界的操業 

38．企業は、子会社、契約業者、供給業者および合弁企業の複雑なネットワークを通じ、ますます

世界的規模で操業するようになりつつある。これによって子どもの権利に生じる影響が、肯定的な

影響であれ否定的な影響であれ、単一の企業体（親会社、子会社、契約業者、供給業者または他の

企業体のいずれであるかを問わない）の作為または不作為の結果であることはめったにない。そう

ではなく、そこには異なる法域に置かれた複数の企業体間の結びつきまたは参加をともなっている
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可能性がある。たとえば、供給業者は児童労働の使用に関与しているかもしれず、子会社は土地か

らの立退き強制を行なっているかもしれず、契約業者またはライセンスを受けた事業者は子どもに

とって有害な製品およびサービスの販売促進に関与しているかもしれない。このような状況にあっ

ては、国が子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を果たすことがとりわけ困難になる。

それはとくに、企業は、たとえ活動の中心、登記および（または）本社をある国（本拠国）に置き、

かつ他の国（受入れ国）で操業している単一の経済単位であっても、法的には異なる法域に置かれ

た別々の事業体であることが多いためである。 

39．条約上、国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重しかつ確保する義務を負う。条約は国の管

轄を「領域」に限定していない。委員会は以前、国際法にしたがい、各国に対し、自国の領域的境

界を越えている可能性がある子どもの権利を保護するよう促した。委員会はまた、条約およびその

選択議定書に基づく国の義務は、国の領域内にある子ども１人ひとりおよび国の管轄に服するすべ

ての子どもに適用されることも強調してきた15。 

40．域外義務については、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書でも明示

的に言及されている。第３条第１項は、各国が、最低限、選択議定書上の犯罪が、当該犯罪が国内

でまたは国境を越えて行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確

保しなければならないと定めている。子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定

書第３条第４項に基づき、企業を含む法人についてもこれらの犯罪に関する責任（刑事上、民事上

または行政上の責任のいずれであるかは問わない）が定められるべきである。このようなアプロー

チは、拷問、強制的失踪およびアパルトヘイトの共謀等の分野との関連で、当該権利侵害および共

謀を構成する行為がどこで行なわれたかにかかわらず国民に対する刑事裁判権を設定する義務を各

国に課している他の人権条約および人権文書とも一致する。 

41．国は、自国の領域的境界を越えて子どもの権利の実現のための国際協力に関与する義務を負う。

条約の前文および諸規定は、「すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活条件改善のた

めの国際協力の重要性」に一貫して言及しているところである16。一般的意見５号は、「条約の実

施が世界の国々の協力にもとづく活動である」ことを強調している17。このように、条約に基づく

子どもの権利の全面的実現は、部分的には各国がどのように相互作用するかによって変わってくる

ものでもある。さらに委員会は、条約がほぼ普遍的に批准されていることを強調する。したがって、

条約の規定の実現は、企業の受入れ国および本拠国の双方が重要かつ平等な関心を向けるべき問題

である。 

42．受入れ国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足する第一次的責任を有

する。受入れ国は、自国の国境内で操業する多国籍企業を含むすべての企業が、これらの企業が子

どもの権利に悪影響を及ぼさず、かつ（または）外国法域における権利侵害を幇助しもしくは教唆

しないことを確保する法律上および制度上の枠組みのなかで十分な規制の対象とされることを、確

保しなければならない。 

                                                   
15 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見６号

（2005年、Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex 

II）、パラ 12。 
16子どもの権利条約第４条、第 24 条第４項、第 28条第３項、第 17条および第 22 条第２項、ならびに、子どもの

売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第 10条および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書

第 10条参照。 
17 一般的意見５号、パラ 60。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom6.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom6.htm
http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
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43．本拠国もまた、当該国と関係行為との間に合理的つながりがあることを条件として、企業が域

外で行なう活動および操業との関連で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する、条約およびそ

の選択議定書に基づいて生ずる義務を負う。合理的つながりが存在するのは、企業が、当該国にそ

の活動の中心を置いており、当該国で登記されもしくは当該国を本拠としており、または当該国に

主要な事業場所がありもしくは当該国で実質的企業活動を行なっている場合である18。この義務を

履行するための措置をとるにあたっては、国は、国際連合憲章もしくは一般国際法に違反し、また

は条約に基づく受入れ国の義務を縮小させてはならない。 

44．国は、企業による域外的な権利侵害を受けた子どもおよびその家族に対し、自国と当該行為と

の間に合理的つながりが存在する場合に救済を提供するための効果的な司法的機構および非司法的

機構にアクセスできるようにするべきである。さらに、国は、他の国における調査および手続執行

について国際的な援助および協力を行なうことが求められる。 

45．国外で操業している企業による子どもの権利侵害を防止するための措置には以下のものが含ま

れる。 

(a) 公的資金その他の形態の公的支援（保険等）へのアクセスについて、自社の海外操業における

子どもの権利へのいかなる悪影響も特定し、防止しまたは緩和するための手続を企業が実施し

ていることを条件とすること。 

(b) 公的資金その他の形態の公的支援の提供について決定するにあたり、子どもの権利に関する企

業の過去の履歴を考慮すること。 

(c) 企業に関して重要な役割を有している国の機関（輸出信用機関等）が、国外で操業する企業に

支援を供与する前に、当該期間が支援するプロジェクトが子どもの権利に与える可能性のある

いかなる悪影響も特定し、防止しかつ緩和するための措置をとるとともに、当該機関は子ども

の権利侵害を引き起こしまたは助長する可能性が高い活動を支援しない旨の規定を置くこと

を確保すること。 

46．本拠国および受入れ国はともに、企業が自社の世界的操業全体を通じて子どもの権利を尊重で

きるようにするための制度上および法律上の枠組みを確立するべきである。本拠国は、条約および

その選択議定書の実施を担当する政府の機関が貿易および海外投資を担当する政府機関と効果的調

整を行なえるよう、効果的機構が設けられることを確保するよう求められる。本拠国はまた、開発

援助機関および貿易推進を担当する在外公館が、人権（子どもの権利を含む）に関する外国政府と

の二国間対話に企業関連の問題を統合できるよう、能力構築も図るべきである。ＯＥＣＤ・多国籍

企業行動指針の遵守を表明している国は、企業問題の文脈において子どもの権利の尊重を確保する

ための十分な資源、独立性および権限が自国の各国連絡窓口に与えられることを確保することによ

り、域外的に生じる問題についての仲裁および調整に関して当該窓口を支援するよう求められる。

ＯＥＣＤ各国連絡窓口のような機関が行なう勧告は十分に実施されるべきである。 

Ｄ．国際機関 

47．すべての国は、条約第４条に基づき、国際協力を通じて、かつ国際機関の構成員としての活動

を通じて、条約上の権利の実現に直接協力するよう求められる。企業活動との関係では、このよう

な国際機関には、世界銀行グループ、国際通貨基金および世界貿易機関のような国際開発・金融・

                                                   
18 経済的、社会的および文化的権利の領域における国家の域外義務に関するマーストリヒト原則（2012年）、パラ

25参照。 
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貿易機関ならびに諸国が集団的に行動するその他の地域的機関が含まれる。国は、このような機関

の構成員として行動する際には条約およびその選択議定書に基づく自国の義務を遵守しなければな

らず、また、国際機関からの融資または国際機関の政策が子どもの権利侵害につながる可能性が高

いときは、当該融資を受け入れまたは国際機関から課される条件に合意するべきではない。国はま

た、開発協力の分野でも自国の義務を保持するのであり、協力のための政策およびプログラムが条

約およびその選択議定書に一致する形で立案されかつ実施されることを確保するべきである。 

48．国際開発・金融・貿易機関に関与している国は、当該機関が、その意思決定および活動におい

て、かつ企業セクターに関わる協定の締結または指針の策定を行なう際に、条約およびその選択議

定書にしたがって行動することを確保するためにあらゆる合理的な行動および措置をとらなければ

ならない。このような行動および措置は、児童労働の根絶にとどまらず、すべての子どもの権利の

全面的実現を含むべきである。国際機関は、新たなプロジェクトにともなって子どもに危害が生じ

るリスクを評価し、かつ当該危害のリスクを低減するための基準および手続を定めることが求めら

れる。これらの国際機関は、現行の国際基準にしたがって子どもの権利侵害を特定し、これに対応

し、かつこれを是正するための手続および機構を整備するべきである（このような権利侵害が、当

該機関と関係のあるまたは当該機関が資金を拠出した企業活動によって引き起こされ、またはその

ような活動の結果として生じた場合を含む）。 

Ｅ．緊急事態および紛争状況 

49．紛争、災害または社会秩序もしくは法的秩序の崩壊を理由として保護のための制度が適正に機

能しない状況下で企業が操業している場合、受入れ国および本拠国の双方にとって、子どもの権利

を尊重し、保護しかつ充足する義務を履行するうえで特段の課題が生じる。条約およびその選択議

定書は常に適用されるのであって、緊急事態時にその規定から逸脱することを認めた規定は存在し

ないことを強調しておくのが重要である。 

50．このような状況では、企業によって児童労働が利用され（サプライチェーンおよび子会社にお

ける利用を含む）、子ども兵士が使用され、または腐敗および脱税が行なわれるおそれが高まる可

能性がある。このようなおそれが高まることに鑑み、本拠国は、緊急事態および紛争の状況下で操

業している企業に対し、子どもの権利に関する相当の注意（デュー・ディリジェンス）をその規模

および活動に応じて厳格に払うよう要求するべきである。本拠国はまた、国境を越えて操業してい

る企業によって生じる、子どもの権利に対する予見可能な具体的リスクに対応する法令を策定しか

つ実施することも求められる。これには、自社の操業が子どもの権利の深刻な侵害を助長しないこ

とを確保するためにとった措置の公表を要求すること、および、子どもが徴募されもしくは敵対行

為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする場合に武器

の販売もしくは移転または他の形態の軍事援助を禁止することも含まれよう。 

51．本拠国は、紛争または緊急事態の影響を受けている地域で企業が操業しておりまたは操業を計

画しているときは、当該企業に対し、その地域の子どもの権利の状況に関する現在の、正確かつ包

括的な情報を提供するべきである。このような指針においては、企業はそのような環境にあっても

他の場合と同じように子どもの権利を尊重する責任を有する旨、強調することが求められる。子ど

もは紛争地において暴力（性的虐待または性的搾取、子どもの人身取引およびジェンダーを理由と

する暴力を含む）の影響を受ける可能性があるのであって、国は、企業に対して指針を示す際にこ

のことを認識しておかなければならない。 
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52．企業が紛争の影響を受けている地域で操業する際には、条約の関連規定に基づいて受入れ国お

よび本拠国が有している義務が強調されるべきである。第 38 条は国際人道法の規則の尊重を要求

しており、第 39 条は適切な心理的回復および社会的再統合のための対応義務を国に対して課して

おり、かつ、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書には 18 歳未満の子どもの軍隊への帳

簿に関する諸規定が掲げられている。紛争の影響を受けている地域で操業する際、企業は、民間警

備保障会社を雇う場合があり、かつ、施設の保護またはその他の操業の過程で子どもに対する搾取

および（または）暴力の使用といった権利侵害に関与する危険を冒す可能性がある。これを防止す

るため、本拠国および受入れ国ともに、このような会社が子どもを徴募しまたは敵対行為で使用す

ることをとくに禁止し、子どもを暴力および搾取から保護するために効果的措置をとることを要求

し、かつ、子どもの権利侵害についてこのような会社の要員の責任を問うための機構を設ける国内

法を導入しかつ実施するべきである。 

VI．実施の枠組み 

Ａ．立法措置、規制措置および執行措置 

１．法令 

53．法令は、企業の活動および操業によって子どもの権利に悪影響が生じ、または子どもの権利が

侵害されないことを確保するために必要不可欠な手段である。国は、第三者によって子どもの権利

が実施されるようにし、かつ、企業が子どもの権利を尊重できるようにする明確かつ予測可能な法

的環境および規制環境を提供する法律を定めるよう、求められる。企業が子どもの権利を侵害しな

いことを確保する目的で適切かつ合理的な立法措置および規制措置をとる義務を満たすために、国

は、懸念の対象となる特定の企業部門を特定する目的でデータ、証拠および調査研究の結果を収集

することが必要になろう。 

54．第 18 条第３項にしたがい、国は、働く親および養育者が子どもに対する養育責任を果たすこ

とを援助する雇用環境を企業内で創設するべきである。このような環境としては、家族にやさしい

職場方針（育児休暇を含む）の導入、母乳育児の支援および推進、良質な保育サービスへのアクセ

ス、十分な生活水準を維持するに足る賃金の支払い、職場における差別および暴力からの保護、な

らびに、職場における安心および安全などがある。 

55．非効率的な税制、腐敗、および、とくに国有企業への課税および法人課税から得られた政府歳

入の不適切な管理は、条約第４条にしたがって子どもの権利を充足するために利用可能な資源の制

限につながる可能性がある。贈収賄・腐敗対策関連文書19に基づいてすでに負っている義務に加え、

国は、透明性、説明責任および公正性を確保しながら、あらゆる財源から歳入フローを獲得しかつ

管理するための効果的な法令を策定しかつ実施するべきである。 

56．国は、子どもの経済的搾取および危険な労働が禁止されることを確保するために条約第 32 条

を実施するべきである。国際基準にのっとった最低就労年齢を越えており、したがって被用者とし

て合法的に働ける一方、なおも（たとえばその子どもの健康、安全または道徳的発達にとって危険

がある労働から）保護される必要があり、かつ教育、発達およびレクリエーションに対するその子

                                                   
19 ＯＥＣＤ・国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約および（または）国連・腐敗防止条

約など。 
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どもの権利が促進されかつ保護されることを確保されなければならない子どもも存在する20。国は、

最低就労年齢を定め、労働時間および労働条件を適切に規制し、かつ、第 32 条を効果的に執行す

るための罰則を確立しなければならない。国は、労働監察および執行のための、十分に機能する制

度および能力を整備しなければならない。国はまた、児童労働に関する基本的なＩＬＯ条約21を双

方とも批准し、かつ国内法に編入するべきである。条約第 39 条に基づき、国は、いずれかの形態

の暴力、ネグレクト、搾取または虐待（経済的搾取を含む）を経験した子どもの身体的および心理

的回復ならびに社会的再統合を促進するためにあらゆる適当な措置をとらなければならない。 

57．国はまた、子どもの権利、健康およびビジネスに関する国際的に合意された基準（世界保健機

関の「タバコの規制に関する枠組み条約」ならびに「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」お

よび世界保健総会がその後採択した関連の決議を含む）の実施および執行も要求される。委員会は、

製薬部門の活動および操業が子どもの健康に深い影響を及ぼすことを認識する。製薬会社は、既存

の指針22を考慮しながら、子どものための医薬品のアクセス、利用可能性、受け入れ可能性および

質を高めるよう奨励されるべきである。さらに、知的財産権は医薬品の負担可能性を促進するよう

なやり方で適用されるべきである23。 

58．マスメディア産業（広告・宣伝産業を含む）は、子どもの権利に対して肯定的な影響も否定的

な影響も及ぼしうる。条約第 17 条に基づき、国は、民間メディアを含むマスメディアに対し、子

どもにとって社会的および文化的利益のある情報および資料（たとえば健康的なライフスタイルに

関するもの）を普及するよう奨励する義務を負う。メディアは、情報および表現の自由に対する子

どもの権利を認めつつも有害な情報（とくにポルノ的な資料、または暴力、差別および子どもの性

的イメージを描写し若しくは強化する資料）から子どもを保護するため、適切に規制されなければ

ならない。国は、マスメディアに対し、すべてのメディア報道において子どもの権利が全面的に尊

重されること（暴力からの保護および差別を固定化させる描写からの保護を含む）を確保するため

の指針を発展させるよう、奨励するべきである。国は、視覚障害その他の機能障害を有する子ども

にとってアクセス可能な形式で書籍その他の印刷物を複製することを認める、著作権上の例外を定

めることが求められる。 

59．子どもは、メディアを通じて伝達される宣伝および広告を真実であって偏りのないものと考え

る場合があり、したがって有害な製品を消費しかつ使用する可能性がある。広告および宣伝はまた、

たとえば非現実的な身体イメージを描いている場合などに、子どもの自尊感情に対しても強力な影

響力を持ちうる。国は、適切な規制を行なうこと、ならびに、企業に対し、行動規範を遵守し、か

つ親および子どもが消費者として十分な情報に基づく決定を行なえるようにする明瞭かつ正確な製

品表示および製品情報を用いるよう奨励することにより、宣伝および広告が子どもの権利に悪影響

を与えないことを確保するべきである。 

60．デジタルメディアは特段の懸念の対象である。多くの子どもは、インターネットの利用者であ

ると同時に、ネットいじめ、ネットを通じての勧誘、人身取引またはインターネットを通じた性的

                                                   
20 休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利（第 31条）に関する一

般的意見 17号（2013年、近日発表）参照。 
21 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するＩＬＯ第 182号条約（1999年）および就業

が認められるための最低年齢に関するＩＬＯ第 138号条約（1973年）。 
22 医薬品へのアクセスに関する製薬会社のための人権指針（人権理事会決議 15/22）。 
23 一般的意見 15号、パラ 82；世界貿易機関「ＴＲＩＰＳ協定と公衆衛生に関する宣言」（WT/MIN(01)/DEC/2）

参照。 

http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/233.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/233.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/237.html
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な虐待および搾取のような暴力の被害者ともなりうるためである。企業はこのような犯罪行為に直

接関与しているわけではないかもしれないが、その行動を通じてこれらの権利侵害に加担する可能

性はある。たとえば、インターネット上で操業する旅行代理店によってセックス・ツーリズム活動

の情報交換および計画が可能になるので、児童セックス・ツーリズムがこれらの代理店によって促

進される可能性がある。児童ポルノは、インターネット企業およびクレジットカード業者によって

間接的に促進されうる。国は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書上の

義務を履行するとともに、子どもがリスクに対応し、かつどこに助けを求めればよいか知ることが

できるよう、ウェブ関連の安全に関する、年齢にふさわしい情報を子どもに提供するべきである。

国は、情報通信技術産業が子どもを暴力および不適切な資料から保護するための十分な措置を発展

させかつ整備するよう、当該産業との調整を図るよう求められる。 

２．執行措置 

61．一般的に、子どもにとってもっとも重大な問題となるのは、企業を規制する法律が実施されず、

または十分に執行されないことである。効果的な実施および執行を確保するために国が採用すべき

措置としては、以下を含む多くのものがある。 

(a) 子どもの権利に関連する基準（健康および安全、消費者の権利、教育、環境、労働ならびに広

告および宣伝に関するもの等）の監督を担当する規制機関を強化することにより、これらの機

関が、苦情申立てを監視しおよび調査しならびに子どもの権利侵害に対して救済を提供しおよ

び執行するための十分な権限および資源を保持するようにすること。 

(b) 子どもの権利と企業に関する法令を、子どもおよび企業を含む関係者に対して普及すること。 

(c) 条約および企業と子どもの権利に関するその議定書〔訳者注／「条約およびその選択議定書に

掲げられた企業と子どもの権利に関する規定」の意か〕、国際人権基準および関連国内法が正

しく適用されることを確保し、かつ国内判例の発展を促進する目的で、裁判官および他の行政

官ならびに弁護士および法律扶助の提供に従事する者の研修を実施すること。 

(d) 司法的または非司法的機構を通じた効果的な救済措置を提供し、かつ司法に効果的にアクセス

できるようにすること。 

３．子どもの権利と企業によるデュー・ディリジェンス／相当の注意 

62．企業が子どもの権利を尊重することを確保するための措置をとる義務を履行するため、国は、

企業に対し、子どもの権利に相当の注意（デュー・ディリジェンス）を払うよう要求するべきであ

る。そうすることにより、企業として自社が子どもの権利に与える影響を特定し、防止しかつ緩和

すること（当該企業の事業関係全体および自社の世界的操業全体においてこのような取り組みを行

なうことも含む）が確保されよう24。操業の性質または操業の状況からして企業が子どもの権利侵

害に関与しているおそれが強い場合、国は、より厳格なデュー・ディリジェンス手続および効果的

な監視制度を要求するべきである。 

63．子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスがより一般的な人権デュー・ディリジェンス手

続に包含されている場合、条約およびその選択議定書の規定が決定に影響を与えるようにすること

が不可欠である。人権侵害を防止しかつ（または）是正するためのいかなる行動計画および措置に

おいても、子どもが受ける異なる影響について特別な考慮がなされなければならない。 

                                                   
24 UNICEF, Save the Children and Global Compact, Children’s Rights and Business Principles (2011) 参照。 
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64．国は、国有企業に対し、子どもの権利に相当の注意（デュー・ディリジェンス）を払い、かつ

自社が子どもの権利に与えた影響についての報告書（定期報告を含む）を公に送達するよう要求す

ることにより、範を示すべきである。国は、企業が子どもの権利に相当の注意（デュー・ディリジ

ェンス）を払うことを条件とした、輸出信用機関によるもののような支援およびサービス、開発金

融および投資保険を公表することが求められる。 

65．大企業は、子どもの権利に関するデュー・ディリジェンスの一環として、子どもの権利への影

響に対処するための自社の努力について公表することを奨励され、かつ適当なときは要求されるべ

きである。このような発表は、入手可能であり、有効であり、かつ諸企業間で比較可能なものであ

るべきであり、かつ、自社の活動によって子どもに対して引き起こされる可能性がある悪影響およ

び現に生じた悪影響を緩和するために企業がとった措置を取り上げることが求められる。企業は、

自社が製造しまたは商品化する製品およびサービスが、奴隷制または強制労働のような深刻な子ど

もの権利侵害をともなわないものであることを確保するためにとった措置を公表するよう要求され

るべきである。報告が義務とされている場合、国は、コンプライアンスを確保するための検証・執

行機構を整備することが求められる。国は、子どもの権利に関する望ましい取り組みについての基

準を定め、かつそのような取り組みを認めるための手段を創設することにより、報告を支援するこ

ともできる。 

Ｂ．救済措置 

66．自己の権利侵害に対する効果的救済を求めるために司法制度にアクセスすることは、子どもに

とって、企業が関与している場合にはしばしば困難である。子どもは法的地位を有しないことがあ

り、その場合には請求を行なえない。子どもおよびその家族は、自己の権利についてならびに救済

を求めるために利用可能な機構および手続について知らないことが多く、または司法制度を信頼し

ていない場合がある。国は、企業による刑事法、民事法または行政法の違反を必ずしも調査しない

こともある。子どもと企業との間にはきわめて大きな力の不均衡があり、かつ、企業を相手取った

訴訟にかかる費用が訴訟を不可能にするほど高いことおよび代理人弁護士を見つけるのが困難であ

ることも多い。企業が関わる事案は法廷外で、かつ発展した判例法がないままに決着をつけられる

ことがしばしばある。司法的先例が説得力を持つ法域の子どもおよびその家族は、結果をめぐる不

確定さに鑑み、訴訟の遂行を放棄する可能性がより高い可能性がある。 

67．企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害について救済を得ることには、特段の困難が存

在する。子会社等は保険に加入しておらず、または有限責任しか負っていないかもしれない。多国

籍企業が別々の事業体に組織されていることにより、法的責任を明らかにして各事業体に帰するこ

とが困難である可能性もある。請求をまとめ、かつその正当性を主張する際に、異なる国々に存す

る情報および証拠へのアクセスが問題になることもありうる。国外の法域では法律扶助を受けるこ

とが困難な場合もあり、また域外請求を行なえないようにする目的でさまざまな法律上および手続

上の障害が利用される可能性もある。 

68．国は、子どもがいかなる種類の差別もなく効果的な司法機構に実際にアクセスできるよう、社

会的、経済的および司法的障壁を取り除くことに焦点を当てるべきである。子どもおよびその代理

人に対しては、たとえば学校カリキュラム、ユースセンターまたはコミュニティ基盤型プログラム

を通じ、救済措置に関する情報が提供されるべきである。子どもおよびその代理人は独自に手続を

開始することが認められるべきであり、かつ、武器の平等を確保するため、企業を相手取って訴訟



 18 

を起こすにあたって法律扶助ならびに弁護士および法律扶助提供者の支援にアクセスできるべきで

ある。集団訴訟および公益訴訟のような集団的苦情申立ての制度をまだ設けていない国は、企業の

行為によって同じような影響を受けている多数の子どもにとっての裁判所へのアクセス可能性を高

める手段として、これらの制度を導入するよう求められる。国は、たとえば言語もしくは障害を理

由としてまたは年齢が低すぎるために司法へのアクセスを妨げる障壁に直面している子どもに対し、

特別な援助を提供しなければならない場合もあろう。 

69．年齢は、司法手続に全面的に参加する子どもの権利に対する障壁とされるべきではない。同様

に、委員会の一般的意見 12 号にしたがい、民事手続および刑事手続に関与する子どもの被害者お

よび証人のための特別な体制が発展させられるべきである。さらに、国は、子どもの犯罪被害者お

よび証人が関わる事案における司法についての指針25を実施するよう求められる。秘密保持および

プライバシーが尊重されなければならず、かつ、子どもに対しては、その子どもの成熟度およびそ

の子どもが有している可能性がある発話上、言語上またはコミュニケーション上の困難を正当に重

視しながら、手続のあらゆる段階において、進捗状況に関する情報が常に提供されるべきである。 

70．子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書は、国が、企業を含む法人に対

しても適用される刑事法を制定するよう要求している。国は、子どもの権利の深刻な侵害（強制労

働等）に関わる事案における、企業を含む法人の刑事法上の責任――または同一の抑止効果を有す

る他の形態の法的責任――の採用を検討するべきである。国内裁判所に対しては、裁判権に関する

受け入れられた規則にしたがい、これらの深刻な権利侵害についての裁判権が認められるべきであ

る。 

71．調停、斡旋および仲裁のような非司法的機構は、子どもと企業に関わる紛争解決のための有用

な代替的選択肢となりうる。これらの機構は、司法的救済に対する権利を損なうことなく利用可能

とされなければならない。このような機構は、それが条約およびその選択議定書に一致しており、

かつ有効性、迅速性ならびに適正手続および公正性に関する国際的な原則および基準に一致してい

ることを条件として、司法手続と並んで重要な役割を果たしうる。企業が設置する苦情受付機構は、

柔軟な、かつ時宜を得た解決策を提供できる可能性があり、かつ、時には、企業の行為について提

起された懸念をこのような機構を通じて解決することが子どもの最善の利益にかなうこともあるか

もしれない。このような機構は、アクセス可能性、正当性、予見可能性、公平性、権利との両立性、

透明性、継続的学習および対話を含む基準26にしたがったものであるべきである。いずれにしても、

裁判所、または行政上の救済措置その他の手続の司法審査にはアクセスできることが求められる。 

72．国は、子ども個人もしくは子どもの集団またはその代理人として行動する他の者が、企業の活

動および操業との関連で国が子どもの権利を十分に尊重し、保護しかつ充足しなかった場合の救済

を得られるよう、国際的および地域的人権機構（通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書

を含む）へのアクセスを容易にするためにあらゆる努力を行なうべきである。 

Ｃ．政策措置 

73．国は、子どもの権利を理解し、かつ全面的に尊重する企業文化を奨励するべきである。この目

的のため、国は、条約を実施するための国家的な政策枠組みの全般的文脈に子どもの権利と企業の

                                                   
25 経済社会理事会決議 2005/20により採択されたもの。 
26 人権と多国籍企業その他の企業の問題に関する事務総長特別代表（ジョン・ラギー）報告書「ビジネスと人権に

関する指導原則：国際連合『保護・尊重・救済』枠組みの実施」（A/HRC/17/31）、指導原則 31。 

http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/22.html
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問題を含めるよう求められる。国は、企業が自社の企業活動の文脈において、また国境を越えて操

業している場合には国外での操業、製品またはサービスおよび活動と関連した事業関係において子

どもの権利を尊重することに関する政府としての期待を明示的に明らかにした指針を策定するべき

である。これには、企業のあらゆる活動および操業における暴力を絶対に許さない政策の実施を含

めることが求められる。国は、必要なときは、企業の責任に関する関連の取り組みの参考例を明ら

かにし、かつこのような取り組みを支持するよう奨励するべきである。 

74．多くの状況下で経済の大きな部分を占めているのは中小企業であり、国として、これらの企業

に対し、不必要な経営上の負担を回避しながら子どもの権利を尊重しかつ国内法を遵守する方法に

ついての、容易に利用可能であり、かつこれらの企業にふさわしい指針および支援を提供すること

がとりわけ重要である。国はまた、より規模の大きな企業に対し、自社のバリューチェーン全体で

子どもの権利を強化するために中小企業への影響力を活用するよう奨励することも求められる。 

Ｄ．調整措置および監視措置 

１．調整 

75．条約およびその選択議定書を全面的に実施するためには、政府省庁間で、かつ地方から広域行

政圏および中央に至るまでの諸段階の政府間で、部門横断型の調整が効果的に行なわれなければな

らない27。一般的に、企業政策および企業実務に直接関与している省庁は、子どもの権利を直接担

当している省庁とは別に活動している。国は、企業法および企業実務を形づくる政府機関および議

員が子どもの権利に関わる国の義務を知っていることを確保しなければならない。これらの政府機

関および議員は、法律および政策を策定する際ならびに経済、貿易および投資に関する協定を締結

する際に条約の全面的遵守を確保する備えを整えられるよう、関連の情報、研修および支援を必要

とすることがあろう。国内人権機関は、子どもの権利および企業に関わっている種々の政府部局の

連携を図る触媒として、重要な役割を果たしうる。 

２．監視 

76．国は、企業によって行なわれまたは助長された条約およびその選択議定書の違反（企業の世界

的操業のなかで行なわれまたは助長された違反を含む）を監視する義務を負う。このような監視は、

たとえば、問題を特定しかつ政策の参考とするために活用できるデータを収集すること、人権侵害

を調査すること、市民社会および国内人権機関と連携すること、ならびに、自社が子どもの権利に

及ぼす影響に関する企業の報告を実績評価のために活用することによって企業に公的な説明責任を

負わせることを通じて、達成可能である。とくに、国内人権機関は、たとえば違反に関する苦情の

受理、調査および調停、大規模な権利侵害に関する公的調査の実施、紛争状況下での調停、ならび

に、条約の遵守を確保するための法律の見直しに関与することができる。必要なときは、国は、国

内人権機関の立法上の権限を拡大して子どもの権利と企業の問題を含めるべきである。 

77．国は、条約およびその選択議定書を実施するための国家的な戦略および行動計策を策定する際、

企業の活動および操業において子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するために必要な措置への

明示的言及を含めるべきである。国はまた、企業の活動および操業における条約の実施の進展を監

視することも確保するよう求められる。このような監視は、子どもの権利に関する事前および事後

の影響評価を通じて内部的に達成することも、議会委員会、市民社会組織、職能団体および国内人

                                                   
27 一般的意見５号、パラ 37。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
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権機関のような他の機関との連携を通じて達成することも可能である。監視の一環として、企業が

自分たちの権利に及ぼす影響に関する意見を子どもに直接尋ねることが求められる。若者評議会お

よび若者議会、ソーシャルメディア、学校評議会および子ども団体のような、協議のためのさまざ

まな機構を活用することが可能である。 

３．子どもの権利影響評価 

78．すべての行政段階における企業関連の法律および政策の策定および実施において子どもの最善

の利益が第一次的に考慮されることを確保するためには、継続的な子どもの権利影響評価が必要で

ある。これにより、子どもおよびその権利の享受に影響を与える、企業関連のいかなる政策、法令、

予算またはその他の行政決定の提案についてもその影響を予測することが可能になる28とともに、

法律、政策およびプログラムが子どもの権利に与える影響の継続的な監視および事後評価が補完さ

れるはずである。 

79．子どもの権利影響評価の実施にあたっては、さまざまな方法論および実践を開発することがで

きる。これらの方法論および実践においては、最低限、条約およびその選択議定書の枠組み、なら

びに、委員会が明らかにした関連の総括所見および一般的意見が活用されなければならない。国が、

企業関連の政策、立法または行政実務に関してより幅広い影響評価を実施する際には、これらの評

価において、条約およびその選択議定書の一般原則が基調とされ、かつ、検討中の措置が子どもた

ちに及ぼす種々の影響について特別な考慮が払われることを確保するべきである29。 

80．子どもの権利影響評価は、特定の企業または部門の活動によって影響を受けるすべての子ども

への影響について検討するために活用できるが、措置が一部のカテゴリーの子どもに与える異なる

影響についての評価を含めてもよい。影響評価そのものを、子ども、市民社会および専門家ならび

に関連の政府機関、学術的調査研究および国内外で記録された経験から得られた知見に基づいて行

なうこともできる。分析の結果として、変更、代替策および改善のための勧告が行なわれるべきで

あり、また当該分析結果は公に利用可能とされるべきである30。 

81．プロセスが公平かつ独立であることを確保するため、国は、部外者を指名して評価プロセスを

主導させることを検討してもよい。このような対応には重要な利益をもたらしうるものの、国は、

結果について最終的に責任を負う当事者として、評価を実施する部外者が有能、誠実かつ公平であ

ることを確保しなければならない。 

Ｅ．連携措置および意識啓発措置 

82．条約上の義務を負うのは国である一方、実施の作業には、企業、市民社会および子どもたち自

身を含む社会のあらゆる層の関与を得る必要がある。委員会は、国が、企業にはその操業場所を問

わず子どもの権利を尊重する責任があることについて、子どもにやさしく、かつ年齢にふさわしい

伝達手段等も通じて（たとえば金銭感覚に関する教育の提供を通じて）、すべての子ども、親およ

び養育者に対して情報提供および教育を行なうための包括的戦略を採択しかつ実施するよう、勧告

する。条約に関する教育、研修および意識啓発は、人権の保有者としての子どもの地位を強調し、

条約のすべての規定の積極的尊重を奨励し、かつ、すべての子ども（ならびに、とくに、被害を受

                                                   
28 一般的意見５号、パラ 45。 
29 一般的意見 14号、パラ 99。 
30 前掲。 

http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
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けやすい状況および不利な状況に置かれた子ども）に対する差別的態度に異議を申立てかつこれを

根絶する目的で、企業を対象としても行なわれるべきである。このような文脈において、メディア

は、企業に関連する子どもの権利についての情報を子どもに提供し、かつ、子どもの権利を尊重す

る自社の責任に関する意識を企業の間で高めるよう、奨励されるべきである。 

83．委員会は、国内人権機関が、たとえば望ましい実践のあり方に関する企業向けの指針および方

針を策定して普及することにより、条約の規定に関する企業の意識啓発に関与できることを強調す

る。 

84．市民社会は、企業操業の文脈において独立の立場から子どもの権利を促進しかつ保護するうえ

で、きわめて重要な役割を有している。これには、企業を監視し、かつその説明責任を問うこと、

子どもが司法および救済措置にアクセスできるよう支援すること、子どもの権利影響評価に貢献す

ること、ならびに、子どもの権利を尊重する自社の責任に関する意識を企業の間で高めることが含

まれる。国は、独立した市民社会組織、子どもおよび若者が主導する団体、学界、商工会議所、労

働組合、消費者団体ならびに職能組織との効果的連携およびこれらの団体への効果的支援を含め、

活発かつ鋭敏な市民社会のための条件を確保するべきである。国は、これらの団体およびその他の

独立団体への干渉を控え、かつ、子どもの権利と企業に関する公的な政策およびプログラムへのこ

れらの団体の関与を促進するよう求められる。 

VII．普及 

85．委員会は、締約国が、議会に対してかつ政府全体で（企業の問題に取り組んでいる省庁および

自治体／地方レベルの機関、ならびに、開発援助機関および在外公館など貿易および国外投資を担

当する機関を含む）この一般的意見を広く普及するよう勧告する。この一般的意見は、国境を超え

て操業している企業を含む企業ならびに中小企業およびインフォーマル部門の関係者に対しても、

普及されるべきである。また、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家（裁判官、

弁護士および法律扶助関係者、教職員、後見人、ソーシャルワーカー、公立および私立の福祉施設

の職員を含む）ならびに子ども全員および市民社会に対しても、この一般的意見を配布しかつ周知

することが求められる。そのためには、この一般的意見を関連の言語に翻訳すること、アクセスし

やすく、かつ子どもにやさしい翻案版を利用可能とすること、この一般的意見の意味合いおよび最

善の実施方法について討議するためのワークショップおよびセミナーを開催すること、ならびに、

関連するすべての専門家の養成および研修にこの一般的意見を編入することが必要となろう。 

86．国は、委員会に対する定期的報告に、直面している課題、ならびに、企業の活動および操業と

の関係で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するためにとった措置（国内的措置および適当な

場合には国境を越えてとった措置の双方）についての情報を含めるべきである。 

 


